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淡路広域水道企業団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和

　　

４

　

年 ６

　

月

　

１

　

日現在

Ａ

　

任免状況

① 職員の数 （〔注意〕２、３参照） ② 除外職員の数 （〔注意〕３、４参照） ③ 旧除外職員の数 （〔注意〕３、５参照）

ａ

　

職員の数

（短時間勤務職員

を除く）

ｂ

　

短時間勤務職

員の数

ｃ

　

職員の総数

　

＝ａ十（ｂ×０．５）

ｄ

　

除外職員の数

（短時間勤務職員

を除く）

ｅ

　

短時間勤務

　

除外職員の数

ｆ

　

除外職員の総数

；ｄ÷（ｅｘｏ．５）

ｇ

　

旧除外職員の数

（短時間勤務職員

を除く）

ｈ

　

短時間勤務

　

旧除外職員の数

ｉ

　

旧除外職員

の総数

：ｇ十（ｈｘｏ，．５）

５８

　　　

人 ０

　　　　

人 ５８

　　　

人 ０

　　　　

人 ０

　　　　

人 ０

　　　　

人 ０

　　　　

人 ０

　　　　

人 ０

　　　　

人

④

　

身体降青者、知的障害者又は精神障害者である職員の数 （〔注意〕３、６、６‐２参照）

（ィ）重度身体陣占有（口）重度身体」率』者

以外の身体障害者

（ハ）重度身”｝」’亭官有

である短時間勤務

職員

（二） 重度身体障害者

以外の身体障害者で

ある短時間勤務職員

（ホ）身体障害者の数

　

＝”×２）十ロ＋ノ・

　

十（ニ×０．５）

（へ）重度知的障害者（ト）重度知的障害者

以外の知的障害者

（チ）重度知的障害者

である短時間勤務

職員

（リ） 重度知的障害者

以外の知的障害者で

ある短時間勤務職員

ヌ）知的障害者の数

　

＝い×２）十ト＋チ

　

十（リ×〇．５）

（ル）精白：：」者 （ヲ）精神障害者

である短時間勤務（ヮ）（ヲ）のうち〔注

　　　　　　　

意〕６－２に該当
職員

　　　　　　　　

する者の数

切）精神障害者の数

　

ニル十

　

｛（ラーワ）×○．５｝＋ワ

ヮ）（ヲ）のうち〔注

　

意〕６－２に該当

　

する者の数
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人
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人

（

　　　　　　

）

　

０

　　　

人

（

　　　

０

　　

）

Ｂ 上記に基づく計算

⑤ 現仕設定されている除

　

外率（〔注意〕７参照）

⑥基準割合

　

＝｛③ｉ／（①ｃ‐②ｆう｝×ユ００

　

（〔注意〕８、９参照）

⑦⑥に基づく除外率

　

（〔注意〕１０参照）

⑧適用される除外率

　

（〔注意〕１１参照）

⑨法定雇用障害者数の算

定の基礎となる職員の数

　

＝①ｃ‐②ト｛（①ｃ‐②０×⑧｝

　

（〔注意〕１２参照）

⑱障害者計

　

＝④ホ＋④ヌ＋④力

　

（〔注意〕１３参照）

⑪実雇用率

　

＝（⑩／⑨）×１００

　

（〔注意〕１４参照）

⑫法定雇用障害者数を達成

するために採用しなければ

ならない身体障害者、知的

障害者又は精神障害者の数

　

（〔注意〕１５参照） ／０

　　　　　

％ ０

　　　　　

％ ０

　　　　　

％ ０

　　　　　

％ ５８

　　　　　　

人 １

　　　　　　

人 １．７２

　　　　

％ ０

　　　　　　

人

Ｃ

　

障舌者の雇用の促進等に関づる法律別表に掲げる種類別の身１中卒古有数
区

　　　　

分 人

　

数 区

　　　　

分 人

　　

数 区

　　　　

分 人

　

数

視覚障害者
（第１号に該当する者）

視力障害 ０

　　　

人

肢体不自由者
（第４号に該当する者）

上肢不自由 ０

　　　

人

内部障害者
（第５号に該当する者）

心臓機能障害 ０

　　　

人

視野障害 ０

　　　

人 下肢不自由 ０

　　　

人 じん臓機能障害 ０

　　　

人

聴覚又は平衡機能障害者
（第２号に該当する者）

．

　

聴覚機能障害 ０

　　　

人 体幹機能障害 ・１

　　　

人 呼吸器機能障害 ０

　　　

人

平衡機能障害 ０

　　　

人 上肢機能障害 ０

　　　

人 ぼうこう又は直腸機能障害 ０

　　　

人

音声・言語・そしゃく機能障害者（第３号に該当する者） ０

　　　

人 移動機能障害 ０

　　　

人 小腸機能障害 ０

　　　

人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

免疫機能障害 ０

　　　

人

肝臓機能障害 ０

　　　

人

　　　　　　　　　　　　　　

役職名
Ｄ 障害者雇用推進者 事務 長

　　　　　

陸 醗 ・ ・

　　

１Ｅ鱈惹霧 霊 繋望欝組

　　

肺 捌 制ｉｄ。賜
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第８条の規定により、上記のとおり通報する。
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任命権者の官職及び氏名

　　　　　　　　　　　　　　

都 道 府 県 労 働 局 長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記名押印又は署名

　　　　　　　

淡路広域水道企業団 企業長

　　

守本

　

憲弘


